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令和 2年 5月 28日

公益社団法人績馬区体育協会

代表理事 石 川 工 子
(公印省略》

ごTIJ用にあたつてのお願しヽ

ご豊豊二飽&を計測し、平熱であることを確認した上でご利用ください。

以下の事項に該当する場合は、副屋圭

―

.

● 醐 がょm場 合 僅L』饉色Jた上1躊動墜生盤Q壼拡慶ぬ五場食L
● 岡居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

繊 受1寸時や着替え時等のスポーツを行つていない際や会話をする際には、

摯 着用上堂

`壼

壼塾。

口 咳 )く しゃみをする際は、咳エチケットを徹底してください。

(マスクやティッシユ・ハンカチ、神を使って口や鼻を押さえる)

こまめに垂止Li立登ュエ■上豊量。

口 申」用中1ミ△藍上菫■金証_血握笠豊上上儘工土三止ユ。

観覧廊や休競スペース等での食事はご遠慮ください。

運動をしていない問も含め、感染予防の観点から、曲 Aとと豊盤■

凛灘_1■魏塁鳳L盤 11■.生盤査壼ヮ
口 翼衣室は混み合わないよう、配慮してご利用ください。 (「仲間同士で

時間を分けて利用するJ「短時間の利用とする」「間隔を空ける」等)

ロ ゴミは主崖露」螢,≦二壺望壼.

口 上紀のほか、人数制限等、施設で定めるルールに守つてご利用くださし`.

利用機2麟闘21内に新型コロナウイルス感染黛を発症した場合Iま、施雛にご連絡くだ書い。

罪も、お送りいたこ′ました緊急事態宣言の解除に伴う施設再開について、  
練馬区スポーツ振興課

やヽ馬区より
'ご
利用にあたってのお願いJが提示されましたので、各連盟の会員lL・・

相にご潤知をお願いいたし′ます。

e過歯14日 以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合
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